
平
成
二
十
年
六
月
十
八
日
提
出

質

問

第

五

六

二

号

「
木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
事
業
」
に
お
け
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
確
保
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

近

藤

昭

一
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「
木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
事
業
」
に
お
け
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
確
保
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
六
六
国
会
に
お
い
て
「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
木
曽
川
連
絡
導
水
路
事
業
の
目
的
と
効
果
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
二
〇
〇

七
年
六
月
一
二
日
付
）
を
提
出
し
、
同
年
六
月
二
二
日
付
で
そ
の
答
弁
書
を
受
領
し
た
。
ま
た
一
六
八
国
会
に
お
い
て
「
「
木

曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
事
業
」
の
環
境
影
響
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
八
日
付
。
以
下
、
「
一
六
八

国
会
質
問
主
意
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
、
二
〇
〇
八
年
一
月
一
一
日
付
で
そ
の
答
弁
書
を
受
領
し
た
。

こ
れ
ら
の
質
問
主
意
書
と
答
弁
書
及
び
そ
の
後
判
明
し
た
事
実
を
踏
ま
え
て
、
木
曽
川
連
絡
導
水
路
事
業
（
以
下
、
「
当
該

事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
質
問
す
る
。

第
一

「
予
算
」
に
お
け
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
確
保
と
財
政
民
主
主
義
に
つ
い
て

一
六
八
国
会
質
問
主
意
書
に
お
い
て
「
水
資
源
機
構
事
業
と
す
る
た
め
の
最
低
限
の
法
定
手
続
（
Ａ＝

河
川
整
備
計
画
に
位

置
づ
け
る

Ｂ＝

水
資
源
開
発
基
本
計
画
の
一
部
変
更
を
行
う
）
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
途
上
（
入
り
口
）
な
い
し
開
始
さ
れ
て

も
い
な
い
。
つ
ま
り
、
Ａ
は
本
年
一
一
月
二
八
日
に
原
案
が
示
さ
れ
、
法
定
の
河
川
法
第
一
六
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の

手
続
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
Ｂ
は
国
土
審
議
会
水
資
源
分
科
会
木
曽
川
部
会
に
諮
ら
れ
て
も
い
な
い
。
」
「
法
定
手
続

完
了
前
に
、
「
見
込
み
・
予
定
」
で
予
算
を
計
上
す
る
こ
と
も
不
可
解
で
あ
り
、
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
「
財
政
民
主
主
義
」

一



を
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
料
す
る
。
」
と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
六
九
国
会
に
出
さ
れ
た
平
成
二
〇
年
度
政
府
予
算
案
で
は
、
社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
の
中
で
「
項
」
と
し
て
河
川

整
備
事
業
費

一
五
億
円
を
計
上
し
、
「
目
」
と
し
て
「
�

河
川
総
合
開
発
事
業
費
（
直
轄
）
一
億
円

�

水
資
源
開
発

事
業
交
付
金

一
四
億
円
」
と
し
て
い
る
（
「
建
設
費
」
と
い
う
名
で
報
道
に
は
発
表
さ
れ
て
い
る
）
。

こ
の
予
算
案
は
遺
憾
な
が
ら
十
分
な
審
議
を
経
ず
し
て
、
衆
議
院
の
与
党
多
数
を
も
っ
て
成
立
し
て
し
ま
っ
た
。

他
方
、
現
実
に
は
、
木
曽
川
水
系
河
川
整
備
計
画
（
前
記
Ａ
）
策
定
は
二
〇
〇
八
年
三
月
二
八
日
で
あ
り
、
木
曽
川
水
系
水

資
源
開
発
基
本
計
画
の
一
部
変
更
（
前
記
Ｂ
）
は
、
新
年
度
が
始
ま
っ
て
二
ヶ
月
経
っ
た
六
月
三
日
で
あ
っ
た
。
今
後
、
独
立

行
政
法
人
水
資
源
機
構
（
以
下
、
「
水
機
構
」
と
い
う
。
）
は
事
業
実
施
計
画
を
策
定
し
、
主
務
大
臣
に
認
可
申
請
を
し
、
そ

の
認
可
を
得
て
、
国
土
交
通
省
（
以
下
、
「
国
交
省
」
と
い
う
。
）
事
業
か
ら
の
承
継
の
運
び
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

一

一
般
的
に
、
法
的
根
拠
な
し
に
（
未
定
の
ま
ま
）
予
算
と
し
て
国
会
に
出
す
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
般
の
木

曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
に
つ
い
て
は
、
法
的
根
拠
は
未
定
の
ま
ま
予
算
案
に
計
上
し
、
「
建
設
費
」
と
し
て
報
道
発
表
も
さ

れ
た
。
こ
の
こ
と
が
妥
当
・
適
正
で
あ
る
と
す
る
特
別
の
理
由
が
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
理
由
」
を
丁
寧
に

説
明
さ
れ
た
い
。

二



二

前
記
予
算
で
「
直
轄
事
業＝

一
億
円
、
水
資
源
機
構
事
業＝

一
四
億
円
」
と
し
た
の
は
今
年
度
の
早
い
段
階
で
の
事
業
承

継
を
見
込
ん
だ
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
見
込
み
の
根
拠
に
つ
い
て
、
説
明
さ
れ
た
い
。

三

実
際
は
、
木
曽
川
水
系
水
資
源
開
発
基
本
計
画
の
一
部
変
更
は
六
月
三
日
に
な
っ
た
。
そ
の
後
の
手
続
（
水
機
構
に
よ
る

事
業
実
施
計
画
策
定
等
）
が
ど
れ
く
ら
い
か
か
る
か
、
事
業
承
継
が
い
つ
頃
に
な
る
の
か
に
つ
き
、
「
長
良
川
市
民
学
習

会
」
メ
ン
バ
ー
が
質
問
し
て
も
、
国
交
省
側
も
水
機
構
側
も
、
担
当
者
レ
ベ
ル
で
は
「
お
よ
そ
の
見
通
し
も
分
か
ら
な
い
」

と
答
え
て
い
る
。

以
下
、
予
算
を
出
し
た
政
府
の
責
任
と
し
て
、
明
確
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

現
時
点
で
は
、
水
機
構
へ
の
事
業
承
継
の
時
期
を
い
つ
頃
と
考
え
て
い
る
か
。

（
�
）

今
年
度
の
当
該
事
業
予
算
を
一
五
億
円
と
し
た
わ
け
だ
が
、
事
業
承
継
は
、
ま
だ
先
に
な
り
そ
う
な
現
状
で
あ

る
。
承
継
前
の
直
轄
事
業
と
し
て
の
予
算
執
行
は
、
「
当
初
予
算
の
河
川
総
合
開
発
事
業
費
（
直
轄
）
一
億
円
」
の

範
囲
内
と
考
え
て
良
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
予
算
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な
変
更
等
を
考
え
て
い
る
の
か
、
現
時

点
で
の
考
え
方
を
示
さ
れ
た
い
。

第
二

流
域
住
民
へ
の
説
明
責
任
に
つ
い
て

三



河
川
法
第
一
六
条
の
二
は
河
川
整
備
計
画
に
お
け
る
関
係
住
民
の
意
見
の
反
映
を
謳
っ
て
い
る
。

昨
年
三
月
二
三
日
に
国
交
省
が
取
り
纏
め
た
『
社
会
資
本
整
備
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
説
明
責
任
）
向
上
行
動
指
針
』

で
も
、
広
く
国
民
に
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

以
下
、
多
く
の
岐
阜
県
民
が
「
長
良
川
流
域
住
民
及
び
長
良
川
は
岐
阜
県
の
川
と
考
え
て
い
る
」
実
態
に
鑑
み
、
長
良
川
流

域
住
民
及
び
岐
阜
県
民
を
主
と
し
て
念
頭
に
お
き
、
説
明
責
任
に
関
し
て
質
問
す
る
。

昨
年
八
月
二
二
日
の
「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会

第
七
回
」
の
「
上
流
分
割
案
」
は
、
長
良
川
を
「
我
が
故
郷
の

川
」
と
考
え
る
岐
阜
市
民
・
岐
阜
県
民
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

こ
の
衝
撃
で
急
遽
発
足
し
た
岐
阜
市
民
を
中
心
と
す
る
市
民
団
体
「
長
良
川
市
民
学
習
会
（
代
表：

粕
谷
志
郎

岐
阜
大
学

教
授
）
」
が
三
月
に
行
っ
た
議
員
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
、
岐
阜
市
議
会
議
員
四
四
名
中
二
七
名
が
回
答
を
寄
せ
た
。
「
議
会
や
市

民
へ
の
説
明
」
に
つ
い
て
は
「
十
分
だ
」
は
ゼ
ロ
、
「
不
十
分
だ
」
が
六
七
％
、
「
分
か
ら
な
い
」
が
三
三
％
で
あ
っ
た
（
結

果
は
中
部
地
整
に
も
送
付
し
た
）
。

ま
た
、
河
川
法
第
一
六
条
の
二
第
五
項
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
意
見
で
、
岐
阜
県
知
事
は

「
長
良
川
は
、
自
然
豊
か
な
河
川
で
あ
り
、
そ
れ
を
生
か
し
た
鵜
飼
や
水
道
水
と
し
て
利
用
す
る
な
ど
流
域
住
民
の
生
活
と
密

四



接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
良
好
な
河
川
環
境
を
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
を
整
備
す

る
前
提
と
し
て
、
良
好
な
河
川
環
境
に
与
え
る
影
響
を
多
方
面
か
ら
十
分
調
査
検
討
し
、
そ
の
検
討
経
緯
及
び
結
果
を
全
て
公

開
し
県
民
に
丁
寧
に
説
明
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
に
よ
る
環
境
へ
の
影
響
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点

で
、
再
度
岐
阜
県
の
意
見
を
聴
か
れ
た
い
。
そ
れ
ま
で
は
、
工
事
に
着
手
し
な
い
こ
と
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

当
該
事
業
は
、
市
民
・
地
方
公
共
団
体
議
員
そ
し
て
知
事
も
含
め
て
、
十
分
な
理
解
を
得
た
上
で
合
意
さ
れ
た
も
の
と
は
言

い
難
い
。

一

「
長
良
川
市
民
学
習
会
」
メ
ン
バ
ー
は
重
ね
て
、
「
一
般
市
民
に
開
か
れ
、
か
つ
市
民
・
住
民
側
が
意
見
を
言
え
る
導
水

路
事
業
の
説
明
会
」
の
開
催
を
求
め
て
い
る
が
、
五
月
一
九
日
の
第
二
回
の
中
部
地
整
と
の
交
渉
に
お
い
て
「
ふ
れ
あ
い
セ

ミ
ナ
ー
（
河
川
整
備
計
画
全
般
に
関
す
る
も
の
）
の
開
催
」
を
回
答
と
し
た
。
「
長
良
川
市
民
学
習
会
」
メ
ン
バ
ー
は
「
河

川
整
備
計
画
全
般
の
説
明
と
か
意
見
を
交
換
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
多
く
の
市
民
は
導
水
路
問
題
と
の
関
係
も
分
か
ら

ず
、
結
局
参
加
し
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
、
河
川
整
備
計
画
策
定
時
に
開
催
し
た
「
ふ
れ
あ
い
懇
談
暖
会
」
の
延
長
と
し
て

の
「
ふ
れ
あ
い
セ
ミ
ナ
ー
」
開
催
を
回
答
と
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。

五



「
長
良
川
市
民
学
習
会
」
は
一
月
一
六
日
、
三
月
二
三
日
、
六
月
三
日
と
す
で
に
三
回
の
公
開
の
学
習
会
を
自
主
的
に

行
っ
た
が
、
ど
の
学
習
会
も
一
一
〇
名
〜
一
七
〇
名
の
参
加
者
が
あ
っ
た
（
必
ず
し
も
同
じ
人
が
参
加
し
て
い
な
い
の
で
、

「
長
良
川
市
民
学
習
会
」
に
一
度
で
も
参
加
し
た
人
は
二
〇
〇
名
を
超
え
る
）
。

他
方
、
六
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
岐
阜
市
で
の
「
ふ
れ
あ
い
セ
ミ
ナ
ー
」
は
、
中
部
地
整
が
二
度
に
わ
た
る
報
道
発
表

（
「
投
げ
込
み
」
）
を
し
、
市
町
を
通
じ
て
参
加
呼
び
か
け
を
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
八
〇
名
の
参
加
し
か
な
く
、
顔
ぶ
れ
も

「
ふ
れ
あ
い
懇
談
暖
会
」
の
継
続
的
参
加
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

（
�
）

「
一
般
市
民
に
開
か
れ
、
か
つ
市
民
が
意
見
を
言
え
る
導
水
路
事
業
の
説
明
会
」
の
開
催
を
拒
否
す
る
理
由
を
示

さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
長
良
川
市
民
学
習
会
」
と
の
五
月
一
九
日
の
第
二
回
の
交
渉
に
お
い
て
、
中
部
地
整
担
当
者
は
「
ふ
れ
あ
い
セ

ミ
ナ
ー
」
し
か
口
に
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
翌
二
〇
日
夕
方
に
揖
斐
川
町
に
お
い
て
「
招
待
者
だ
け
に
対
す
る
説

明
会
」
を
行
っ
た
。
「
長
良
川
市
民
学
習
会
」
メ
ン
バ
ー
が
厳
重
な
抗
議
を
行
っ
た
と
こ
ろ
「
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
説
明

会
で
あ
る
か
ら
、
そ
ち
ら
の
求
め
る
も
の
と
は
異
な
る
の
で
、
一
九
日
に
は
、
言
及
し
な
か
っ
た
」
と
回
答
し
て
い

る
。

六



�

七
市
町
で
「
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
説
明
会
」
を
す
る
予
定
を
す
で
に
も
ち
な
が
ら
、
五
月
一
九
日
に
は
そ
の
こ
と
を

伏
せ
た
と
い
う
対
応
は
理
解
に
苦
し
む
。
こ
の
経
緯
を
説
明
さ
れ
た
い
。

�

そ
の
後
は
「
長
良
川
市
民
学
習
会
」
事
務
局
長
に
「
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
説
明
会
」
の
日
時
場
所
を
告
知
し
、
発
言

を
封
じ
ら
れ
た
一
般
傍
聴
者
と
し
て
な
ら
傍
聴
で
き
る
こ
と
と
し
、
資
料
も
Ｈ
Ｐ
に
載
せ
て
い
る
。
「
ク
ロ
ー
ズ

ド
な
説
明
会
」
と
し
た
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

（
�
）

中
部
地
整
の
当
該
事
業
に
対
す
る
「
説
明
責
任
」
意
識
の
低
さ
は
、
昨
年
三
月
二
三
日
に
国
交
省
が
取
り
纏
め
た

『
社
会
資
本
整
備
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
説
明
責
任
）
向
上
行
動
指
針
』
か
ら
し
て
も
、
非
常
に
問
題
あ
る
対

応
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

二

事
業
目
的
へ
の
疑
問
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
専
門
家
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
中
部
地
整
は
「
専
門
的
な
こ
と
は
、
口
頭

で
質
問
さ
れ
て
も
聞
く
側
の
力
量
が
伴
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
即
答
出
来
な
い
場
合
も
多
い
の
で
、
文
書
で
お
願
い
し
た

い
」
と
し
て
い
る
。

（
�
）

複
数
の
専
門
家
が
文
書
で
質
問
し
た
が
、
回
答
は
「
ず
れ
て
い
る
」
「
回
答
自
体
か
ら
新
た
な
疑
問
が
発
生
す

る
」
も
の
が
多
々
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
文
書
を
専
門
家
と
行
政
と
で
や
り
と
り
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
多
く
の
市
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民
、
そ
し
て
市
民
の
代
表
者
た
る
議
員
に
は
、
理
解
も
判
断
も
で
き
な
い
。

「
長
良
川
市
民
学
習
会
」
は
「
一
般
市
民
に
開
か
れ
、
か
つ
市
民
が
意
見
を
言
え
る
導
水
路
事
業
の
説
明
会
」
の

他
に
「
専
門
家
に
よ
る
公
開
の
議
論
の
場
（
議
論
が
尽
く
さ
れ
る
ま
で
継
続
す
る
）
」
の
設
定
を
要
求
し
て
い
る
。

公
共
事
業
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
場
の
設
定
は
、
広
く
市
民
と
事
業
に
関
す
る
問
題
の
所
在
を
共
有
し
、
学
習

し
、
解
決
の
方
策
と
共
に
考
え
て
い
く
良
い
方
法
と
考
え
る
。
ま
ず
は
当
該
事
業
に
係
る
「
専
門
家
に
よ
る
公
開
の

議
論
の
場
」
の
設
定
を
求
め
る
が
、
い
か
が
か
。

三

「
長
良
川
市
民
学
習
会
」
メ
ン
バ
ー
が
「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
」
の
構
成
者
で
あ
る
岐
阜
県
の
担
当
者
に
、

「
な
ぜ
、
岐
阜
県
は
（
県
知
事
が
懸
念
を
表
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
）
上
流
分
割
案
に
合
意
し
た
の
か
」
を
尋
ね
て
も

一
向
に
要
領
を
得
な
い
。

他
方
「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
」
主
催
者
で
あ
る
中
部
地
整
は
「
議
事
要
旨
は
公
開
し
て
い
る
通
り
。
議
事
録

は
存
在
し
な
い
」
と
し
て
具
体
的
な
経
緯
を
明
ら
か
に
し
な
い
。
こ
れ
で
は
、
関
係
流
域
市
民
は
「
何
を
ど
う
考
え
れ
ば
良

い
の
か
」
「
ど
こ
に
何
を
働
き
か
け
れ
ば
良
い
の
か
」
の
手
が
か
り
も
な
い
。

一
市
民
団
体
に
す
ぎ
な
い
「
長
良
川
市
民
学
習
会
」
と
の
交
渉
に
お
い
て
も
、
中
部
地
整
は
「
行
き
違
い
が
あ
る
と
い
け
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な
い
か
ら
」
と
Ｉ
Ｃ
レ
コ
ー
ダ
ー
と
ビ
デ
オ
撮
り
も
行
っ
て
い
る
。
重
要
な
行
政
間
協
議
の
場
で
あ
る
「
徳
山
ダ
ム
に
係
る

導
水
路
検
討
会
」
の
記
録
が
何
も
存
在
し
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
」
の
、
と
り
わ
け
第
六
回
及
び
第
七
回
の
記
録
（
出
席
者
の
発
言
を
そ
の
ま
ま
記
録

し
た
も
の
）
に
基
づ
き
議
論
の
や
り
と
り
の
概
要
を
示
し
、
経
緯
を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

九


